
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

地区計画等の住民原案作成 

「地区計画等の原案等に関する申出書」提出 
【申出要件の審査】【申出要件の審査】【申出要件の審査】【申出要件の審査】    

・合意率［2/3 以上］ 

・区域の規模［0.5ha 以上］   等 

申出書の受理 

申出の成立 

【申出内容の審査】【申出内容の審査】【申出内容の審査】【申出内容の審査】:関係課との協議 等    

①上位計画との整合性 ②事業の確実性 ③周辺への影響  

④合意形成状況 ⑤まちづくりの貢献度  等 

※
採

用
 

付議 

☛地区計画等の申出制度手続きフロー 

訂正通知 

事前相談 助言・指導 
事前調整 

訂正 

申出書の不受理 

不受理通知 

原案の公告・縦覧 

案の公告・縦覧 

案の作成 

意見聴取 
都市計画審議会 

地区計画等の市原案作成 

都市計画決定・告示 

申出人への結果通知 

公述申立書・意見書の提出 

意見書の提出 

説明会の開催等（※必要に応じて） 

申出の不採用 申出の採用 

※
不

採
用

 

判断及び判断に係る見解書の公表 

申出人への不採用通知 

※不備 

※3 ヶ月経過しても

訂正されない場合 

※適合 

［申出人：住民及び利害関係人］［申出人：住民及び利害関係人］［申出人：住民及び利害関係人］［申出人：住民及び利害関係人］    ［岡山市］［岡山市］［岡山市］［岡山市］ 


